
寒 川 町 職員 の 分限 に関 す る 条例 施 行規 則新 旧 対 照表  

現 行  改 正 案  

第 1条  (略 ) 第 1条  (略 ) 

(休 職 期 間＿ の 更新 ) (休 職 の 期間 の 更新 ) 

第 2条  条 例 第 6条 第 1項 に 規 定 す る 休 職 期

間 ＿ が 3年 に 満 た な い 場 合 に お い て は 、

休 職 し た 日 か ら 引 き 続 き 3年 を 超 え な い

範 囲 内 に お い て 、 こ れ を 更 新 す る こ と

が で き る。  

第 2条  条 例 第 6条 第 1項 に 規 定 す る 休 職 の

期 間 が 3年 に 満 た な い 場 合 に お い て は 、

休 職 し た 日 か ら 引 き 続 き 3年 を 超 え な い

範 囲 内 に お い て 、 こ れ を 更 新 す る こ と

が で き る。  

(休 職 期 間  の 通算 ) (休 職 の 期間 の 通算 ) 

第 3条  休 職 処 分 に 付 さ れ た 職 員 ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _が 条 例 第 6条 第 2項 の 規

定 に よ り 復 職 し 、 再 び 同 一 疾 患 ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ に よ り 休

職 処 分 に 付 さ れ た 場 合 、 そ の 者 の 休 職

期 間 ＿ は 、 復 職 前 の 休 職 期 間 ＿ に 引 き

続 い た も の と み な す 。 た だ し 、 復 職 後 6

月 ＿ ＿ ＿ ＿ を 経 過 し た と き は 、 こ の 限

り で は ない 。  

第 3条  地 方 公 務 員 法 (昭 和 25年 法 律 第 261

号 )第 28条 第 2項 第 1号 の 規 定 に よ り 休 職

に さ れ た 職 員 が ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ 復 職 し 、 再 び 同 一 傷 病 (傷 病 の 名

称 に 関 わ ら ず 、 復 職 前 の 休 職 処 分 に 係

る 傷 病 と の 間 に 相 当 の 因 果 関 係 が あ る

と 認 め ら れ る 傷 病 を 含 む 。 )又 は 休 職 処

分 中 に 併 発 し た 別 傷 病 に よ り 休 職 に さ

れ た 場 合 ＿ ＿    ＿ 、 そ の 者 の 休 職

の 期 間 は 、 復 職 前 の 休 職 の 期 間 に 引 き

続 い た も の と み な す 。 た だ し 、 復 職 し

た 日 か ら 1年 を 経 過 し た と き は 、 こ の 限

り で な い  ＿ 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

    附  則  

  (施 行 期日 ) 

 1 こ の 規則 は 、公 布の 日 か ら施 行 する 。  

  (経 過 措置 ) 

 2  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 休 職 に さ れ て

い る 職 員 が 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後

に 当 該 休 職 に さ れ た 傷 病 と 同 一 傷 病 に

よ り 休 職 に さ れ た 場 合 (同 日 か ら 連 続 し

て 休 職 に さ れ た 場 合 に 限 る 。 )に お け る

休 職 の 期 間 の 通 算 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 によ る 。  

 


